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令和3年度定期監査結果報告に基づく措置状況の公表について 

 

 

令和3年度定期監査結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じた

旨の通知が瀬戸内市長等からあったので、地方自治法第199条第14項の規定により、

次のとおり公表する。 

 

 

 令和5年1月30日 

 

瀬戸内市監査委員  小 野 和 倫 

                  瀬戸内市監査委員  小 野 田  光 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

指摘事項 

継続して同一の者と契約するという点では、2 号随意契約と、6 号随意契約は類似しているが、6

号随意契約では、履行期間の短縮、経費の節減等有利と認められる必要があるにもかかわらず、

市は、有利と認められる理由が判断できる資料がないまま継続して契約しており、随意契約の理

由が正しく判断できる資料がないまま継続して契約していたことは、是正する必要があると認め

られる。 

 なお、契約事務の公平性及び透明性を保持するためにも、6 号随意契約で、継続して契約を実

施する場合は、継続できる期間等を定めた基準やマニュアル等を作成する必要があると認められ

る。 

所管部署 措置の内容 

市民生活部税務課 令和 3 年度より、2 号随意契約を適用することとしま

した 。 

文化観光部文化観光課 指摘のあった６号随意契約のうち、契約額が５０万円

未満のものについては、令和４年度の契約から随意契

約根拠を１号に見直した。また、シルバー人材センタ

ーに委託している業務については、随意契約根拠を３

号に見直した。 

その他、５０万円を超えるものについては、現在の仕

様で民間企業よりも低額で委託が可能な瀬戸内市シル

バー人材センターから見積を徴収し、同センターの見

積に比して現在の契約が同額以下であることを確認し

ている。また、１件については同センターでは対応す

る人員が確保できないため受託ができないとの回答を

受けた。そのため、現在の契約が他の事業者より有利

であると認められることから引き続き６号随意契約と

して契約を行った。 

教育委員会総務学務課 今後は、各事例について、内容を確認し、競争入札が

適当な場合は準備時間を確保し入札で対応すること、

また随意契約においても、適切な理由であるかを再度

担当者に確認するよう指導した。 



 

 

指摘事項 

市が、内部の事務の都合などで緊急の必要を拡大解釈したり、事前に計画立案することが可能な

ものまで 5 号随意契約により契約を行ったりすることは、法令の趣旨から逸脱しており、緊急の

定義及び基準を明確化するよう是正する必要があると認められる。 

所管部署 措置の内容 

総合政策部秘書広報課 瀬戸内市随意契約に関するガイドラインの原則に基づ

き、対応するように認識を改めた。 

産業建設部建設課 内部の事務都合により、5 号随意契約により契約する

ことが無いように、担当者が注意するとともに、随意

契約理由書の確認を課長以上の、部長、副市長に回覧

することを徹底した。 

教育委員会総務学務課 今後は、各事例について、内容を確認し、競争入札が

適当な場合は準備時間を確保し入札で対応すること、

また随意契約においても、適切な理由であるかを再度

担当者に確認するよう指導した。 

所管部署 産業建設部建設課 

指摘事項 措置の内容 

行政財産の目的外使用許可におけ

る使用料を定めるにあたり、地方自

治法に基づき使用料条例を定めて

いるにもかかわらず、使用料条例以

外の法令等の規定を用いたり、協定

や申し合わせを根拠として使用料

を定めたりしていることや、適正な

価格の基準が定まっていないこと

は適正を欠いており、是正する必要

があると認められる。 

土地と市営住宅の目的外使用料について、異なる方法

となっていたが、固定資産税評価額を 0.7 で割り戻し

た額に 1,000 分の 4 を乗じて定める方法に統一し、令

和 4年 4月から市営住宅の目的外使用料を是正した。 



 

 

所管部署 総合政策部秘書広報課 

指摘事項 措置の内容 

市が、瀬戸内市国際交流推進協議会

の事務局を担うことは、委託料を支

出しているにもかかわらず、追加し

て役務を提供していることであり、

自ら事務局を担っている他の任意

団体からみると、公正の確保、透明

性の向上などの観点から、適正でな

く是正する必要があると認められ

る。 

また、市は、やむを得ず、当該事務

局を担う必要があると整理するの

であれば、職務専念義務の免除を認

める場合の基準や、団体固有事務と

市の事業を区分する基準、経理事務

等に係る規程等を検討し整備する

ことにより、協議会以外の市民が納

得し、職員が安心して働ける環境に

していく必要があると認められる。 

令和 4 年度から瀬戸内市国際交流推進協議会事務局に

事務職員兼多文化共生マネージャーを採用し、事務局

の主な事務に従事している。 

市がやむを得ず、協議会事務に従事する場合は、職務

専念義務の免除している。 

また、「瀬戸内市国際交流推進協議会会計処理規則」「瀬

戸内市国際交流推進協議会事務処理規則」を整備した。 

所管部署 総合政策部秘書広報課 

指摘事項 措置の内容 

市が寄附を受けた美術品等が適切

に記録、管理されていないことは、

適正を欠いており、寄附を受けた際

の評価価格を判定し備品台帳を整

備する取得手続を定めたマニュア

ル等を作成するなど、是正する必要

があると認められる。 

寄附を受けた美術品等については、インターネット検

索や寄附者からの聞き取り等により、寄附を受けた際

の評価価格を判定し、備品台帳を整備した。 

また、全庁的に取り組む必要がある課題であると思わ

れることから、財産管理部署とも協議をしていきたい。 



 

 

所管部署 産業建設部建設課 

指摘事項 措置の内容 

適正な支出負担行為を行わないま

ま、口頭にて発注をし、5月に作業

が完了しているにもかかわらず、10

月から発注したものとして事実と

異なる書類を事後に作成しており、

事実と異なるもので支出負担行為

をしていたことは、法令等に違反し

ていると認められる。 

契約事務関係の適正な遂行について、原因を調査し、

再発防止に努めます。 

指摘事項 

備品台帳に、市が所有する物品が適切に記録、管理されていないことは、適正を欠いており是正

する必要があると認められる 

所管部署 措置の内容 

総務部契約管財課 過去の公用車の廃車に伴う手続きが漏れていたものと

考えます。廃車時の手続の一環として事務手続き上漏

らさないようにするとともに、年度末、年度当初など

公用車管理の全体把握をする際に台帳も確認するな

ど、適正な管理に努めてまいります。 

福祉部トータルサポートセンター 令和 3年 9月 27日付けで備品台帳を修正した。 

産業建設部建設課 備品台帳に登録されている三桿分度器は所在不明のた

め、登録から削除した。 

教育委員会総務学務課 今後は、所有管轄備品について、内容握や新規、廃棄

について、管理把握し、台帳整理するよう指導した 



 

 

 

所管部署 総合政策部秘書広報課 

指導事項 措置の内容 

委託業務の連続性の観点から複数

年継続する可能性がある事業につ

いては、透明性及び公平性を確保す

るため、プロポーザルを実施する際

の仕様書等に履行状況が良好であ

る等の条件を満たした場合に、定め

た期間の範囲で 2号随意契約を継

続できることを明示したり、履行状

況が良好であることの成果を評価

する基準等を設けたりするなど有

効性の観点から検討する必要があ

ると認められる。 

委託業務の連続性の観点から複数年継続する可能性が

ある事業については、履行状況の成果を評価する基準

を設け、評価した。 

また、プロポーザルを実施する際の仕様書等に履行状

況が良好である等の条件を満たした場合に、定めた期

間の範囲で 2 号随意契約を継続できることを明示して

いる。 

所管部署 総合政策部秘書広報課 

指導事項 措置の内容 

市の魅力を市内外に発信するとい

う業務内容で随意契約していたに

もかかわらず、業務内容とは異なる

公共施設のストック写真を更新し

たり、人物や車体等の映り込みがあ

ったりするものが見受けられたこ

とは、適切とはいえず、業務内容と

は異なるストック写真を必要とす

るのであれば、別に契約を締結する

など事務処理上改善する必要があ

ると認められる。 

市の魅力を市内外に発信するという業務内容で随意契

約し、写真素材提供を 57件、取材 4件、記事作成を 5

件、情報誌 1件の提供があった。 

市内外に市の魅力を発信する観点から総合計画用に新

しい建物の写真撮影を依頼したところ、1 施設に対し

て 2～3 枚提供される写真を撮影した写真すべてを納

品していたため、ご指摘の写真が存在した。今後は、

業務内容との疑義が生じないよう当課から適切に依頼

し納品してもらうよう変更している。 



 

 

指導事項 

庁舎の保全を図るため、鍵の本数、保有者、保管場所等を記載し、適時確実に把握できる台帳を

整備することや、鍵の保有目的や合鍵に関する取り決めを、マニュアル等書面に明記することな

ど検討し適正な管理ができるよう改善する必要があると認められる。 

所管部署 措置の内容 

総務部契約管財課 本庁舎の鍵については、契約管財課で保管しており、

台帳の作成が必要という認識はありません。 

今後とも適切な管理に努めたいと考えます。 

産業建設部建設課 台帳を整備し、貸し出しする際は、貸し出し簿に記入

することとした。 

文化観光部文化観光課 保有している鍵については、監査での指摘後に台帳を

作成し、鍵の取り扱いについて定め、適切な管理がで

きるよう改善した。 

こども・健康部子育て支援課 令和４年度に保育園・こども園・放課後児童クラブ（指

定管理）の鍵の保有状況を示した台帳、取り決めを示

したマニュアルを整備し、各施設と共有しました。 

所管部署 総務部契約管財課 

指導事項 措置の内容 

本庁で部署ごとに限定して公開さ

れている市有自動車の範囲を広げ

たり、全体的な稼働率の目標値を定

め、継続して分析を行ったりするな

どして、市有自動車の運用にあた

り、適正な台数及び配置となるよう

有効性の観点から検討する必要が

あると認められる。 

本庁舎の公用車については、鍵の管理や車両の状況把

握など、担当部署を定めることも必要なことだと考え

ていますが、範囲の拡大は有効だと考えます。 

本年度当初には、産業建設部、文化観光部のフロア内

で課ごとに配置していたものは、フロア内で共有でき

るよう変更しました。 

今後とも、継続して稼働状況を確認し、フロア内での

共有をすす めるなど検討していきたいと考えます。 


